
カントの大学論 - 『学部の争い』

小 津 幸 夫

はじめに

『学部の争い』は1798年､74歳のカン トが存

命中に自ら出版 した最後の著作である｡この書

が近代大学の基となったベル リン大学の創立者

フンボル トに影響を与えたことはよく知られて

いることであり､またカール ･ヤスパースとク

ル ト･ロスマンの 『大学の理念』でも近代的大

学の原理を展開したものとして高い評価を受け

ているが､なぜかカント研究者の間ではこの書物

について論 じられることが少ないようである｡1)

確かにカン ト全集の編集者であり､カン トにつ

いての浩潮な研究書で知られるカール ･フォア

レンダーの指摘にもあるとお り｢彼の晩年の著

作に多く見られるように､精神性豊かな老人に

つきもののある種の冗漫がみられる｣ 2)のは否

めない｡またカン ト自身が述べているように､

それぞれ成立時期も書かれた背景も違 う三つの

論文をまとめて一冊の書物として刊行 したわけ

であるから､書き方も論点も統一性を欠いてい

る｡ しかし学問の細分化が進んだ反面､知識が

拡散 して方向づけを失い､その有機的な再統合

-の道が模索されている21世紀の今 日読んでみ

ても､なお示唆に富むところも多い｡温故知新､

ここでもう一度カン トの大学論に耳を傾けてみ

るのも意味がないことではあるまい｡

1.『学部の争い』の構成

『学部の争い』は次のように序文と三つの論

文からなっている｡全体の前書きにあたる序文

(vorrede) の中でカン トは次のように述べてい

る｡

｢学部の争い｣という一般的題名のもとに

この書には､私によって違った意図で､ま

た違った時期に作成せられたけれども､し

かし一冊の著書として結合 して体系的統一

をなすことには適 している三論文が現われ

ているが､私はこの三論文については､こ●● ●●
れらの論文が下級学部と三つの上級学部と

の争いとして(分散 しているのを防ぐため

に)しっくりと一巻の著作の うちに集合 し

うることにすでにすぐ後になって気づいて

いたのである｡ 3)

1) カン トの専門家である創価大学非常勤講師伊藤貴雄氏の御教示でも､簡単に入手できる参考文献としては､牧野

英二 ｢カン トの大学論 『諸学部の争い』の現代的射程｣(『現代思想』臨時増刊号第22巻第4号､1994年 3月､295-

305貞)を挙げられたのみであった｡また牧野の論文でも註に ｢管見するかぎり､邦語 ･欧語を問わずカン トの大

学論をテーマとして掲げた研究論文は寡聞にして知らない｣とある｡(上掲書､305頁)｡

2)KarlVorlander:ImmanuelKant.DerMannunddasWerk.Sonderausgabemachder3.erweitertenAusgabevon1992.

Wiesbaden:Marix2004,Bd.2,S.279.

なおアカデ ミー版カン ト全集の 『学部の争い』は彼が編集を担当している｡

3)lmanuelKant:DerStreitderFacultaten.ln:KantsWerke.Akademie-Textausgabe,Unveranderterphotomechanischer

AbdruckdesTextesderYonderPreuBischenAkdemiederWissenschRen 1902begonnenenAusgabeYonKants

gesammeltenSchriften.Berlin:WalterdeGruyter1968,Bd.VII,S.ll.訳は 『学部の争い』小倉志祥訳､『カン ト全

集 第13巻』理想社､1988年､309頁以下によった｡

以下カン トの著作からの引用は､上記の全集により､巻数をローマ数字で表 し､ページ数をアラビア数字で表示

する｡また 『学部の争い』の翻訳の該当箇所は ( )内に入れて表示 した｡
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序文に続く本文の構成は次のようになっている｡

第 1部 哲学部と神学部との争い

序論

学部一般の区分

Ⅰ 学部の関係について

第 1章 上級学部の概念と区分

A 神学部の特質

B 法学部の特質

C 医学部の特質

第 2章 下級学部の概念と区分

第3章 上級学部と下級学部との違法的な争い

について

第4章 上級学部と下級学部との合法的な争い

について

成果

Ⅲ 附論 神学部対哲学部の争いの実例による

学部間の争いの解明

Ⅰ 争いの実質

Ⅱ 争いの調停のための聖書解釈の哲学的原

則

Ⅲ 聖書解釈の原則に関する哲学的原則の反

論と回答

総註 宗派について

学部間の争いの講和締結と調停

この聖なる書物の実践的利用とこの書の継続

の臆測的時間についての聖書的一史学的諸問

題の補遺

宗教における純粋神秘説についての補遺

第 2部 哲学部と法学部との争い

再び始まる問い 人類はより善いものに向う

絶えざる進歩のうちにあるかどうか

結び

4)牧野､上掲論文､296頁｡

5)Ⅶ,100f.(訳書432頁)
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第 3部 哲学部と医学部との争い

単なる意図によって病的感情の支配者となる

心意の力について-フ-フェルラン ト教授殿

-の返書

養生法の諸原則

結び

後記

一見して分かるのは第 1部が (15-75頁)､

第 2部 (77-94頁)､第 3部 (95-116頁)に比

較 して異様に長く､また細かく分かれているこ

とである｡これは前述のとおりこの書が本来成

立時期も書かれた背景も違 う別々の論文をまと

めたことに由来するが､｢序文｣からも分かる

ように､カン ト自身はそこに必ずしも不統一を

感 じてはいなかったようである｡ しかし牧野英

二の指摘にもあるように､｢カン ト自身の説明

の妥当性も含めて､それが内容的にみて一冊の

書物としてどれだけの統一性を保持 しえている

か､大いに問題である｣ 4) と思われる｡

実際､第 2部の標題は ｢哲学部と法学部との

争い｣となっているが､法学部に対する言及は

一切なく､テーマは ｢再び始まる問い一人類は

より善いものに向う絶えざる進歩のうちにある

かどうか｣という歴史哲学の問題である｡フラ

ンス革命に対するカントの見解など興味深い箇

所があるが､全体として ｢哲学部と法学部との

争い｣の問題を扱っているとは言いがたい｡

また第3部は主としてカント自身の ｢養生法｣

について述べたものであり､｢養生法の原理と●●●●●
してのス トア主義(sustineetabstine 耐えよ､●● ●●
しかして避けよ)は単に徳論としての実践哲学●●
のみならず､また医術としてのそれにも必要で

ある.- 医術は､自己自身に与えられている

原則によって自己の感性的感情の支配者である

という人間に内在する理性の力のみが生活様式
●●●

を規定するならば､このときには哲学的であ

る｣ 5)とい うような箇所も見られるが､やはり



医学部と哲学部の関係を前面に出しているとは

言いがたい｡むしろ ｢第1章 上級学部の概念

と区分 C 医学部の特質｣の ｢この学部はそ

の行動の規則を､上記の二つの上級学部のよう

に統治者の命令からではなく事実そのものの本

性から取ってこなくてはならぬという特殊性の

ために-それゆえ医学部の学説はまた根源的に

は､最広義に解すれば哲学部に所属せざるをえ

ないであろう- ｣ 6)とい う考察のほうがこの書

名の本質により近いと思われる｡

それではこの書が後世に影響を与えた部分は

どこにあるのであろうか? 『学部の争い』とい

うタイ トルが示すとお り､各学部の特質と各学

部と哲学部の関係を扱った第 1部､特にその前

半である｡この部分は総論であり､それ以下が

各論といえよう｡それでは次にそれを詳 しく見

てみよう｡

2.上級学部と下級学部の概念と区分

｢序論｣に続く ｢学部一般の区分｣ではまず､

｢上級学部｣(obereFacultat) と ｢下級学部｣

(untereFacultat)について語 られている｡ 周知

のように中世の大学では､大学は4つの学部を

持つのが通例であった｡神学部､法学部､医学

部そして哲学部である｡これは12世紀に創設さ

れたパ リ大学の学部構成が基になっており､14

世紀に設立 されたプラハ(1348年)､ ウィーン

(1365年)などドイツ (神聖ローマ帝国)の諸大

学もこれに倣っている｡ ハブスブルク家のルー

ドルフ4世がプラハに対抗 してウィーンにも大

学を創設 しようとした時､神聖ローマ帝国皇帝

兼ボ-ミア国王であったルクセンブルク家のカ

レル4世はローマ教皇庁に向って妨害工作を行

い､新大学の誕生を阻止 しようとした｡大学を

設立するには教皇または皇帝の特許状を貰 うの

が慣例になっていたからである｡このためウイ-

ン大学は神学部なしで､いわば半身不随の形で

スター トしなければならなかった｡ウィーン大

学に神学部が認められたのはカレル4世が亡く

なった後の1384年のことであるが､この一件を

見ても､当時の神学部の優位が分かるであろ

う｡7)

カン トが2度学長を務めたケーニヒスベルク

大学 (1544年創立)は､1527年創立のマールブ

ルク大学に次ぐ､プロテスタン ト系では2番目

に古い大学である｡従来の例にならって4学部

制をとっていたが､宗教改革以前に創立された

ドイツの大学が神学部に重点を置いていたのに

対し､人文主義的理念に基づいたプロテスタン

ト系の大学に属するケーニヒスベルク大学は哲

学部を重視 したと言われている｡8)

それではなぜ神学部､法学部､医学部が上級

学部と呼ばれ､哲学部が下級学部と呼ばれるの

であろうか?カン トによれば､その理由は次の

ようである｡

この区分と名称のあり方についてこれま

で質問せられてきたのは学者たちの仲間で

はなく政府であることは､認められよう｡

けだし､その学説がどのような性質である

べきか､公的に講述せられてしかるべきか

どうか､これについて政府自身が関心を抱

くことになる学部のみが上級学部に数えら

れているからであり､これに反して､その

学問的命題を思い通 りに取 り扱ってよろし

いので学問の関心のみを配慮すべきである

学部は下級学部と名づけられているからで

ある｡ 9'

つまり､この区分は学問そのものに上級と下

級という等級があるということを意味している

のではなく､その根拠は国家に対する学問の関

与の仕方にあるというのである｡もっともこれ

6)Ⅶ,26.(訳書329頁)

7)島田雄次郎 『ヨーロッパの大学』玉川大学出版部､1990年､53頁参照｡

8)島田､93頁および158頁､ならびに牧野､296頁参照｡

9)Ⅶ,18f.(訳書319頁)
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はカン ト独自の見解であり､大学史の常識とは

いささか異なる｡

ヨーロッパの大学は､そもそも修道院学校の

外校 (修道僧の養成を目的とする内校に対し一

般俗人のため開かれたもの)や本山学校の一般

俗人の教育のための教科であった 7自由科

(Septemartesliberales)､すなわち文法 ･修辞 ･

論理 (弁証)の3学と算術 ･幾何 ･天文 ･音楽

の4科を教えることから発展してきたのである｡

時代とともに大学も整備され､パ リ大学では教

師と学生のウニヴェルシタス (同業組合)は神

学､法学､医学そして自由科のそれに分かれた

が､自由科の課程は基礎的であり､他の学部に

対する予科でもあった｡ ドイツの諸大学が範を

とったパ リでもやはり神学､法学､医学が上級

学部だったのに対し自由科 (-教養学部)は下

級学部であったのである｡

ではなぜカン トがこのような独自の見解を出

すに至ったか｡その答えはしばらく措くとして､

本文に戻ろう｡上級学部に政府が関心を抱く理

由について彼は次のように説明している｡

理性に従えば (すなわち客観的には)､

政府が(国民に影響を及ぼすという)その目

的のために利用 しうる動機は次のような配●●
列になるであろう､まず第一は各人の永遠●
の幸い､次は社会の成員としての市民的幸

い､最後は身体の幸い(長 く生きて健康で●●
あること)｡第一のものに関する公開の学

説によって政府自身は臣民の思想の内なる

ものと極めて閉ざされた意向とに対して､

前者を見つけ出し後者を操縦するように極●●
めて大きな影響を及ぼし､また第二のもの

に関係する公開の学説によって臣民の外的

挙動を公的な法律の制御のもとに置き､ま●●
た第三の公開の学説によって､政府自身の

意図に役に立ちうる多数の強健な国民の現

実に存在することを確保しうるのである｡-●●
- それゆえ理性に従えば上級学部間で普

10)Ⅶ,21f.(訳書323頁)
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通に採用せられている序列は確かに次のよ

うになるであろう､すなわち､まず第-に●●● ●
神学部､その次に法学者の学部､最後に医●● ●●●●
学部｡自然本能に従えば､これに反 して人

間にとって医者が最も重要な人物であるで

あろう､なぜなら医者は人間にとってその●●
生命を延期 してくれるからであり､その後●●●●
ではまず第一に､人間に偶発的な自分のも●
の 〔財〕を保持することを期待させてくれ

る法律に明るい人が求められ､やっと最後

に､たとえ浄福が問題であるとしても､

(ほとんど､今にも死にそ うになったとき

に)聖職者が求められるであろうが､なぜ

なら聖職者は来世の幸福を大いに讃美する

けれども､実のところは来世について何一

つとして自分の目で見ていないので､聖職

者自身も､医者によって現世の涙の谷のう

ちにいつも今 しばらくの時間を生きながら

えさせてもらうことを渇望 しているからで

ある｡10)

引用が長くなったがこれ以上の説明は無用で

あろう｡最後の軽い皮肉は人間通でもあり､ユー

モリス トでもあったカン トの面目躍如とした文

章だと思 うのは筆者だけであろうか｡

さて以上見てきたように､上級学部の学問の

内容が政府の意図と結びついているのに対し､

哲学部の学問は国家権力とは何の関わりも持た

ない｡

学問共同体のためには是非とも大学にも

う一つ別の学部が存在 しなくてはならぬの

であり､この学部はそれみずからの学説に

関して政府の命令から独立してお り､他に

命令を与えるべきではないけれども､しか

しすべての命令を判定する自由を具えてお

り､この自由は､理性が公然と発言する権

利をどうしても有さなくてはならぬ場合に

は､学問的関心､すなわち真理-の関心と



かかわり合っているのであり､なぜなら､

もしかかる自由がないならば真理が (政府

自身に損害を与えても)明るみに出ること

はないであろうが､しかし理性なるものは

その本性に従って自由であり､或るものを

真理と思え (etwas氏irwahrzuhalten) と

いうどんな命令をも採用しないからである｡

(信ぜ よcredeではなくして自由に信ずる

credoことのみ)ll)

カントは､政府の命令から独立している哲学

部にこそ学問の自由の場があり､それが大学に

とって必要だと主張するのである｡なお､言 う

までもないことであるが､ここでいう ｢哲学｣

とは自然科学をも含むものであり､現代におけ

る狭い意味での哲学ではない｡

カントの区分に従えば哲学部は二つの部門に●●●●●●
分かれる｡すなわちこの学部は ｢歴史学的認識

の部門 (経験的認識に関する自然学の提供する

すべてのものと共に歴史や地理学や学問的言語

知や人文学などの所属 している部門)ともう一●●●●●●●
つは純粋な理性認識 (純粋数学と純粋哲学すな

わち自然の形而上学と人倫の形而上学)の部門

とを包含しており､これら両部門はその学識に

関してその間に交互的関係のうちにある二つの

部分である｡哲学はまさにこれゆえに､人間知

の全部分に (したがって歴史学的には上級諸学

部の上にも)及んでいるが､ただし哲学部はそ

の全部分 (すなわち上級諸学部の固有の学説や

命法)をみずから内容 としているのではなく､

諸学の利益を目ざして､みずからによる検証と

批判との対象としているのみである｣｡12)

カン ト自身優れた自然科学者であり､宇宙の

星雲説的発生を論 じた 『天体の一般的な自然史

と理論』(1755年)は､｢カン ト･ラプラス説｣

として知られている｡ガリレオ ･ガリレイの例

ll)Ⅶ,19f.(訳書320頁以下)

12)Ⅶ,28.(訳書332頁)

13)Ebd.(訳書331頁)

14)Ebd.(同上)

15)Ebd.(同上)

16)vgl.Ⅶ,30.(訳書334頁)

を出すまでもなく､真理が世俗的な権力の前で

屈せざるをえなかったことは多い｡カン ト自身

『単なる理性の限界内における宗教』(1793年)

で啓示宗教および教会を批判し道徳的理性信仰

を主張したため筆禍を招き､以後の宗教に関す

る講義ならびに著作活動を禁止されてしまった｡

この間の事情は 『学部の争い』の序文でも国王

フリー ドリヒ･ヴィル-ルム2世からの詔令な

らびにそれに対するカン トの返書を引用して詳

しく述べられている｡『学部の争い』が出版さ

れたのはフリー ドリヒ ･ヴィル-ルム2世が亡

くなった翌年であり､それまでのカン トの密積

した思いが､読みようによっては直接本文の内

容と関わりのないような､いささか唐突な印象

を与えるこのような序文を書かせたのであろう｡

カン トにとって大学においては何より ｢(学●
識一般の本質的かつ第一義的条件としての)真
●
理こそが肝要｣13)であり､｢上級学部が政府のた●●●
めに約束する有用性は第二級の契機にすぎな

い｣14)のである｡この理念こそがカン トにそれ

までの伝統的な哲学部の役割を再検討 させ､

｢哲学部は神学部の侍女であるとい う倣慢な主

張｣15)を批判させる根拠となったのである｡

3.上級学部と下級学部の違法的な争いと

合法的な争い

哲学部の使命の一つは他学部の学問内容を

｢検証と批判の対象｣ とすることであるから当

然そこには対立関係が生じる｡それをカン トは

｢違法的な争い｣と｢合法的な争い｣に分けてい

るが､その基準はどこにあるのであろうか｡

学部間の争いは国民一般-の影響から生じる｡

前述 したように国民の願いは｢死後の浄福｣､

｢自己の権益の保証｣そして｢生命それ自体の自

然的享楽 (すなわち健康と長寿)｣である｡16)
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●●
国民一般は指導せ られることを欲 してい

る､すなわち (煽動家の言葉を使えば)欺

楠せられることを欲 している｡ しかし国民

は学部の学者たちによってではなく (けだ

しこれらの学者の智慧は国民には高きに過

ぎる)､学部 と関係のある､こしらえもの

(savoirfair術策)を心得ている実務者た

ち､すなわち聖職者や司法官や医者たちに

よって指導せられることを欲 しているので

あり､これ らの実務者は実践家として自分

たちにとって極めて有益なる予測を具えて

いるのであり､これらの事実を介して次に､

それらの実務者によってしか国民に作用を

及ぼしえない政府は学部に理論を押 しつけ●●●●●●
るように､みずからが誘惑せ られるのであ

るが､その理論たるや学部の学者たちの純

粋な洞察に由来した理論ではなくして､そ

れらの実務者たちが国民-影響を及ぼしう

ることを打算しているところの理論である｡

(中略)ここにこそ上級諸学部と下級学部

との間の本質的な､決 して調停せ られない

違法的な争いがあるが､なぜなら人々が政

府に委ねているところの､上級諸学部に対

する立法の原理は政府によって権威づけら

れている無法性そのものであることになる

からである｡17)

国民は安直な幸せを求め政府はそれに応えよ

うとする｡上級学部は､必ず しも積極的ではな

いにせよ､結果として実務者を通じそれに加担

することになる｡ 一方哲学部はこれら国民の願

望に ｢理性から借用する指図によってのみ関係

する｣1R) ことができるだけである｡ もし政府が

理性の法則に反 して､安直に受け入れ易い提案

を認可するならば､その結果上級学部を哲学部

との争いに陥れることになるのであるが､これ

は学者同士の学問的な論争ではない｡それゆえ

に ｢違法的な争い｣なのである｡

これに対 し学問上での真理をめぐる争いは

｢合法的な争い｣とされる｡ これは学部間の争

いであって学部と政府 との争いではないからで

ある｡政府はこれに介入すべきではなく､ただ

傍観 していればいいのである｡そしてそれが学

問の進歩のみならず､国家の利益にも適 うので

ある｡

上級学部の階級は (学識の議場の右翼と

して)政府の規約を支持するが､それにも

かかわらず､真理が問題である場合にはな

くてはならぬごとき自由なる体制にあって

は､どうしても野党 (左翼)も存在 しなく

てはならず､これは哲学部の議席であるが､

なぜなら哲学部の厳密な検証と異議がなけ

れば政府は､政府 自身にとって有利あるい

は不利であるかもしれない事柄について十

分に教授せられないであろうからだ｡19)

そしてカン トは次のように結論づける｡

このようにすれば､おそらくいつの目に

か次のような状態に到達しうるであろう､

すなわち､後のものが先のもの (下級学部

が上級学部) となることであり､20) しかも

かくなるのは､みずからが権力を所有する

ことによってではなくても､権力を所有す

るもの (政府)に忠告することによってで

17)Ⅶ,3lr. (訳書336頁以下)

18)Ⅶ,30. (訳書334頁)

19)Ⅶ,35.(訳書341頁)

20)原文では daL3dieLetztendieErsten(dleuntereFacultatdieobere)wiirden.これに対 し未公刊の草稿では Die

untersteFacultaetmuL3einmaldieOberstewerden,d.i.allesderGesetzgebungderVernunRunterwerfen.(最下

級学部はいつの 日にか最上級学部にならなければならない｡すなわち､すべてが理性の法則に従わなければなら

ない) とい うさらに強い調子になっている｡Z.n.ReinhardBrandt:Zum "StreitderFakultaten".In:Kant-

Forschungen,Bd.1,Hamburg:FelixMeiner1987,S.31.
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あり､この忠告によれば､自己自身の絶対

的権威のうちよりも､むしろ哲学部の自由

とこれから自己に生ずる洞察とのうちに､

自己の目的-到達するための手段が良く見

出されることになるであろう｡21)

4.『学部の争い』の大学史における意義

『学部の争い』との関連で常に取 り上げられ

るのは､シェリングが1802年イエナ大学におけ

る講義の中で行った次のような批判である｡

学部相互の間の関係について､特にカン

トが 『学部の争い』という書物において､

この間題を非常に一面的な観点から考察し

たように思えるので､必要なことを指摘 し

てみると､神学は､そのうちに哲学の中心

が客観化されているものとして､第-に最

高の学部でなくてはならぬことは明らかで

ある｡ 観念的なものが実在的なものより高
ポテ /ツ

い勢位である限り､法学部は医学部に先ん

ずることとなる｡ しかし哲学の学部に関し

ていえば､一般にそのようなものはないし､

またあり得ぬとい うのがわたしの主張であ

る｡そしてその証明は全く単純であって､

一 切であるものは､またそのゆえに､特殊

なものではあり得ぬということ 〔したがっ

て哲学は自由組合にほかならぬということ〕

がその証明なのである｡

この三つの事実的な学問のうちに客観化

されるのは哲学そのものであるが､しかし

哲学はその個々のどれによっても総体とし

ては客観化されない｡総体としての哲学の

本当の客観性は芸術のみである｡それゆえ

哲学の学部は決 してあり得ず､ただ芸術の

学部があるのみであろう｡22)

これは第 7講 ｢哲学の外的な対立の若干につ

いて､とくに事実的学問の対立について｣から

の引用である｡難解な文章であるが､それを理

解するヒン トが第5講 ｢哲学の研究に対する一

般の論難について｣にある｡

哲学は理念のうちにのみ生き､個々の現

実的な事物を扱 うことを物理学や天文学等々

に委ねる｡ (中略)それ自体もともと哲学

と対立するようなものは学問ではない､む

しろあらゆる学問は､哲学によって､また

哲学のうちにおいてこそ-となる｡23)

ここで用語について若干解説を加える必要が

あろう｡まず ｢事実的な学問｣の原語はpositive

WissenschaRである｡ これは普通 ｢実証科学｣

と訳されるが､ここではオーギュス ト･コント

以来の実証科学とは意味を異にする｡positivと

いうのは positive Religion (歴史的啓示宗教)

とか positivesRecht (実定法) とい う風に用

いられる場合 と同じく､自然的･理性的に対 し

て用いられている｡ すなわち純粋理性的な学

問ではなく､同時に現実的歴史的な意味をもつ

学問をpositive Wissenschaftとい う｡ もとより

コン トが用いたpositivの意味とも関連がないわ

けではないが､コン トのそれはもっぱら方法的

である｡24)｢芸術｣の原語はKunstで､これには

術､技法などの意味もあり､｢芸術の学部｣は

原語ではFacultatderKGnsteと複数形が用いら

れている｡前述の7自由科 (septem artesliber

ales) は ドイツ語ではdieSieben Freien Kdnste

というが､シェリングはこれを踏まえているの

であろう｡ここで言われている ｢哲学｣はカン

21)Ⅶ,35.(訳書342頁)

22)FriedrichWilhelmJosephYonSchelling:VorlesungentiberdieMethodedesakademischenStudiums.In:Schellings

Werke,hrsg.vonManfredSchr6ter,Mtinchen:C.H.BeckundR.01denbourg1927,dritterHauptband, S.305f.

訳はシェリング 『学問論』勝田守一訳､岩波書店､2006年 (第12刷､初版1957年)､102頁によった｡

23)Ebd,S.283. (訳書72頁以下)

24)上掲シェリング 『学問論』の訳註16､191頁参照｡
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トの用法とは異なり､現在使われている意味に

近いように思われるが､これは先に挙げた第 5

講からの引用を見てもうなずけよう｡哲学はす

べての根源であり､すべての学部の中に哲学が

存在 しているというのである｡

このシェリングのカン ト批判について牧野は

次のように解説 している｡

大学における哲学部の存在をシェリング

が否定する理由は､哲学が不要な学問であ

るからではなく､この学問のもつ全体性に

よる｡哲学は､カン トの理解とは異なり､

決して神学と対立する学問ではない｡なぜ

なら哲学は､カン トが主張したような諸学

問と区別 ･対立するような有限な知識では

なく､絶対者に関する根源的な知識だから

である｡ (中略)このように ｢同一哲学｣

(Identitatsphilosophie) の立場に依拠 して

カントの大学論を批判 したシェリングの見

解は､決 して大学から哲学という学問を消

去しようとするものでなく､むしろ ｢逆に､

哲学の真の場所があらゆる場所であること

を承認するためである｣､と解するべきで

あろう｡25)

シェリングの後､フィヒテ､シュライア-マッ

ハ一､シュテフェンス等が1807年から1809年に

かけて次々と大学論を展開するが､その中でカ

ントの 『学部の争い』はまったく顧みられなかっ

た｡この理由についてプラン トは以下のように

考察している｡まずカン トの哲学はフィヒテや

シェリングと比べて古臭くなったこと｡つまり

学部の序列を統一的な原理から演緯するのでは

なく､序列の基になっている人間の三つの関心

事と真理の探究という対極を重い事実と受け止

め､それを相互作用として秩序付けてはいるも

のの､より高い統一体から理解しようとしたり､

ー
nu
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2

牧野､303頁｡

Vgl.ReinhardBrandt:Zum"StreitderFakult益ten".In:

統一体に還元したりすることができないこと｡

第二に､認識それ自体に専念する学者たちの開

かれた社会の自由主義が､閉鎖されたシステム

と商業国家の時代に共感を得ることができなかっ

たこと｡すなわち､学部の争いという認識をめ

ぐる公的な闘争の過程の中で徐々に真理が獲得

されていくという考えが､ 1800年にはすでに時

代遅れになってしまったこと｡第三に､神学は

医学､法学とともにただ人間の利益をつかさど

るものであり､その教える内容は政府に依存 し

ているという点にある｡この啓蒙主義の理念も

また世紀の変わり目とともに過去のものとなっ

てしまったのである｡26)

だが､カン トの大学論はすっかり忘れ去られ

たわけではなかった｡カール ･ヤスパースとク

ル ト･ロスマンの共著 『大学の理念』は参考文

献の中で 『学部の争い』を挙げ次のように評 し

ている｡ ｢この著作の中でカン トは哲学部の自

律という彼の要請で本質的に自由な研究と教育

の場としての近代的大学の原理を展開した｣ ｡ 27)

これについて 『学部の争い』の訳者小倉志祥

は次のように書いている｡

ヤスパース ･ロスマン共著 『大学の理念』

は 『学部の争い』をシェリングやフィヒテ

やシュライエルマッハ-やウイル-ルム ･

フンボル トたちの大学論に先き立って第一

の参考文献として掲げ､次のように記 して

いる｡ ｢カン トはこの著作において哲学部

の自律という彼の要請でもって､本質的に

自由なる研究および教育の場としての近代

的大学の原理を展開した｣｡28)

｢第一の｣というのはいささか誤解を招く可

能性のある表現である｡ というのは､この文献

表は出版年代順に並べてあるので､当然カン ト

KantForschungen,Bd.1,Hamburg:FelixMeiner1987,S.39.

KarlJaspersundKurtRossmann:DieldeederUniversitat.Berlin-G6ttingen-Heidelberg:Springer1961,S.245.

『カン ト全集 第13巻』理想社､1988年､764頁｡
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がここに挙げられている他の著者より先に来る

わけである｡ しかしこれは決 してカン トを賠め

ることにはならない｡この文献表がカン トから

始まっているということは､それ以前にこれに

先立ってカン トに影響を与えた著作がなかった

という証明でもあるからである｡シェリングの

『学問論』がカン トの影響の下に書かれたのは､

今まで見てきたように明らかであり､カントが

主張した哲学の重視という基本理念は時代の変

遷とともに形を変えながらも脈々と生き続けて

来たのである｡

歴史家の島田雄次郎は 『学部の争い』を大学

史の中で次のように位置づける｡

カン トは 『学部の争い』において､自己

自身の立場を弁護 しながら､17世紀以来増

大してきた ｢学問の自由｣の要求を､｢大

学の自由｣として定式化した｡それはあく

までも大学内部の自由であり､市民的自由

のない専制政治下におけるギリギリの ｢自

由｣の主張であったが､しかしカントはそ

れを､｢公の判断の自由に対する政府の悉

意的なあらゆる制限の撤廃を準備する｣も

のとして､未来-の明るい展望を示 してい

るのである｡ (中略)哲学部はカン トの時
マ ト リ ケ ル

代においても自己の学籍登録簿をもたない

ありさまで､学生は彼らの志望する上級学

部の学籍にはじめから登録されたのである｡

哲学部教授は上級学部の教授となることを

その念願 としていたという｡

この哲学部が 『学部の争い』においては､

むしろ大学の中核 とされたのである｡ (中●●●
略)哲学部は大学のいわばかなめであり､

大学を大学たらしめるものは哲学部であっ

た｡宗派主義からの脱皮が神学的大学を哲

学的大学にかわらせたのであるが､この場

合カントが､彼の主張する ｢大学の自由｣

の保証として､組合的自治的な伝統的大学

29)島田､179頁以下｡

とその学部制度をそのまま支持しているこ

とは注目されなければならないだろう｡そ

れは革命とナポレオン帝国を通 じてフラン

スに定着した直轄専門学校主義とはまるで

反対のものであった｡29)

今まで見てきたように 『学部の争い』は神学

部､法学部､医学部を上級学部とし､哲学部を

下級学部とする､中世以来確立していた大学の

構造のコペルニクス的転回を図ろうとしたもの

である｡その拠 り所となる理性-の全面的な信

頼と､(実務家ではない)学者-の基本的な信

頼感は､多少オプティミスティック過ぎる嫌い

がないわけではないが､読む者に希望を与えて

くれる｡そこには宗教改革以降の大学をめぐる

歴史の流れもあったであろうし､フリー ドリヒ

大王統治下の啓蒙主義､さらにはアメリカの独

立､フランス革命などの世界史的な時代背景も

あったであろう｡またカントが生涯を過ごした､

海外貿易の拠点であった港町ケ-ニヒスベルク

の自由な空気も影響していたであろう｡

フリー ドリヒ･ヴィル-ルム2世の死によっ

て宗教問題に関する著述と講義の禁止が解かれ､

この著作が出版できるようになった時､カン ト

はまた自由にものが言えるようになった喜びの

うちにやがて来る理性の勝利を確信 したに違い

ない｡

一見理想論にしか見えないカン トの大学論は

やがて近代的大学の模範となるベル リン大学の

設立の根本原理になっていくのである｡
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